
を以下のとおり公表します。

令和７年12月16日から令和８年１月９日までに開催された協議の場の結果

2

3 将来目標の見直し

地域計画への位置付け状況の更新

つくば市長　五十嵐　立青

市町村名
（市町村コード）

つくば市

082201

地域名
（地域内農業集落名）

大穂 地区

協議の結果
取りまとめ年月日

号7 つくば 農政 第 1341

26 日

農 業 経 営 基 盤 強 化 促 進 法 第 １ ８ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、

令和 8 年 （2026年） 2 月

第　１　区　～　第　４　区

【協議結果】

　協議の場における意見等を取りまとめた結果、様式5-1の一部を別添の

のとおり朱書き訂正します。

28

【協議内容】

1

日

地域課題の見直し

令和 8 年 1 月



農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき、公表します。

１　地域における農業の将来の在り方

（１）　地域農業の現状及び課題

（２）　地域における農業の将来の在り方

２　農業上の利用が行われる農用地等の区域
（１）　地域の概要

ha

ha

ha

（２）農業上の利用が行われる農用地等の区域の考え方（範囲は、別添地図のとおり）

うち農業上の利用が行われる農用地等の区域の農用地等面積 398.15

（うち保全・管理等が行われる区域の農用地等面積）【任意記載事項】

農振農用地区域内の農地を農業上の利用が行われる区域とし、その他耕作条件の悪い農地や担い手の見込みのない
農地、再生不能な農地について、保全・管理を行う区域とするかは今後も協議していく。
地権者にも協力していただき、草刈りなどの管理費にあてる案も考えられる。

注：区域内の農用地等面積は、農業委員会の農地台帳等の面積に基づき記載してください。

注１：「地域名」欄には、協議の場が設けられた区域を記載し、農林業センサスの農業集落名を記載してくださ
い。
注２：「協議の結果を取りまとめた年月日」欄には、取りまとめが行われた協議の回数を記載してください。

この地域は、今後の担い手がおり、農地を次の世代に引き継ぐ土台が出来ていると思われるが、集約・集積につい
ては、時間やお金がかかる現状がある。また、山間部（山裾）は遊休農地が多く存在する。
作付け時期での水の管理やのり面等の除草の問題、農地が小さく耕作機械が活用できるかどうか等の問題もある。
新規就農者については、作物は作るがそれ以外の草刈りなどはやらないという考え方の人もいるため、どのように
運用するかなど意見交換も必要である。

第1区の農地については、認定農業者に加え新規就農者を育成し、利用していく。大曽根地区や若森地区を中心に農
地中間管理事業を活用した農地の集約化や再分配により、更なる担い手への集約化を進める。そのために地域と担
い手が一体となって、継続的に農地利用について意見交換を行う。

区域内の農用地等面積 398.15

地域名
（地域内農業集落名）

大穂地区

（第 1 区　大曽根　玉取　若森　佐）

協議の結果を取りまとめた年月日
令和　８年　１月　28日

（第５回）

第５－１号

つくば市長　五 十 嵐 立 青

市町村名
(市町村コード)

つくば市

082201



３　農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項

以下任意記載事項（地域の実情に応じて、必要な事項を選択し、取組方針を記載してください）

①筑波山の山沿いでイノシシによる被害があるため、被害防止対策を講じているが更なる取り組みを地区内で検討
する。
②全てにおいての取り組みを行っている。また、特別栽培米は国のガイドラインに沿って取り組みと販売を行って
いるので、更なる取り組みを地区内で検討する。
③一部就農者がドローンを使用して農薬散布・肥料の追肥を実施している。今後、ドローン利用の拡大を地区内で
検討していく。
④米の輸出を行っており、今後についても地区内で検討する。

⑥燃料・資源作物等 ⑦保全・管理等 ⑧農業用施設 ⑨耕畜連携等 ⑩その他

【選択した上記の取組方針】

関係者の合意形成を図り、農用地の大区画化・汎用化等のための基盤整備を検討する。

（４）多様な経営体の確保・育成の取組方針
市、農業協同組合、普及センター等関係機関が連携し、耕作可能な農地の紹介や栽培技術等の支援を行い、相談か
ら定着まで切れ目のない取り組みを展開する。
この地域では「筑波北条米」がブランド商品であり、過去にはいばらき大使による特産品の宣伝が行われていた。
この様な取り組みを再開し活用すると良いのではないか。

（５）農業協同組合等の農業支援サービス事業者等への農作業委託の活用方針
農作業を委託する取り組みは行われていたが、現在は農家が減ったため、少なくなってきた。西部地域がメインで
はあるが、農業協同組合の関連会社は現在も実施されている。関連会社の取り組みは、大穂地区（第1地区）ではな
い。

①鳥獣被害防止対策 ②有機・減農薬・減肥料 ③スマート農業 ④畑地化・輸出等 ⑤果樹等

（３）基盤整備事業への取組方針

（１）農用地の集積、集約化の方針
大曽根地区、若森地区を中心に農地中間管理事業の活用により耕作条件を改善し、認定農業者や新規就農者を中心
に面積の拡大および農地集積を進める。
隣接する農地を集約する場合、一区画に集約すれば大型機械なども運用可能であるが、段差や勾配など地形的に難
しいと思われ、国などの補助が必要ではないかと考える。

（２）農地中間管理機構の活用方針
必要に応じて、農地法第３条及び農地中間管理機構の活用を使い分けることとする。
農地中間管理機構を活用することを、地権者にも周知・説明することが必要である。


